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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年１２月２日（金）午前　９時５９分　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時３５分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員
委 員 長 野口　博  副委員長 川端福江  委　　員 村上英明
委　　員 三宅秀明  委　　員 上村高義  委　　員 三好義治

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者

　　市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

市長公室長兼会計管理者　乾　富治　　　同室次長　山本和憲
人事課長　石原幸一郎　　　　
総務部長　有山　泉 同部次長兼財政課長　北野　人士
同部参事　山口　繁 防災管財課長　西川　聡 市民税課長　川崎　敏康
固定資産税課長　中西利之　納税課長　野村眞二 総務課長代理　松方和彦
消防長　　北居　一　　　消防本部次長兼消防署長　　熊野　誠
予防課長課長代理　橋本雅昭

１．出席した議会事務局職員
事務局長　寺本敏彦 同局総括参与　野杁雄三

１．審査案件（審査順）
　　議案第４６号　平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第３号）所管分
　　議案第５４号　摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件　
　　議案第５６号　摂津市営住宅条例の一部を改正する条例制定の件
　　議案第５５号　摂津市手数料条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前９時５９分　開会）

○野口博委員長　おはようございます。

ただ今から総務常任委員会を開会します。

　最初に理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　師走お忙しい中、また足元の悪い中、

本日は委員会をお持ちいただきまして、

大変ありがとうございます。

　過日の本会議で付託されました案件に

ついてご審査を賜りますけれども、どう

ぞ慎重審査の上、ご可決賜りますよう、

よろしくお願いいたします。

　一たん退席をさせていただきます。

○野口博委員長　あいさつが終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は、三宅委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付してます案のとおりとすることに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　異議なしと認め、その

ように決定いたします。

　暫時休憩します。

（午前１０時　　　休憩）

（午前１０時１分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　議案第４６号所管分の審査を行います。

　本件につきましては補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑のある方、順次お願いいたします。

　三好委員。

○三好義治委員　おはようございます。

　確認のための質問だけちょっとしてお

きたいと思いますが、２ページの歳入歳

出予算補正額での市たばこ税が９億８，

０００万円入っております。この状況に

ついてお聞かせいただきたいと思います。

○野口博委員長　川崎課長。

○川崎市民税課長　市たばこ税の状況と

いうことでございますけれども、市たば

こ税の４月分調定は、当初月額見込みど

おりの６，５００万円台になりましたけ

れども、５月分調定は３月１１日の東日

本大震災の影響により、国産たばこの製

造ができなくなったことで、前月調定額

を約３，０００万円割り込む３，６００

万円と約半額程度になりました。６月分

調定では６，０００万円程度に回復、ま

た７月分調定では、当初月額見込みの６，

５００万円台に戻り、８月分調定では当

初月額見込みより昨年の税率改正等の影

響もあり、約９００万円多い７，４００

万円台にふえました。しかし、９月分の

調定から当初月額見込みより９，０００

万円多い１億５，０００万円台に急増し、

１０月分調定では、前月調定額よりさら

に約１億円多い２億５，２００万円台、

１１月分調定でも２億４，７００万円台

となりました。現時点での調定累計額は

約９億５，２５０万円で、当初予算額７

億８，０００万円を約１億７，２５０万

円超えた状況にあります。

　今回補正させていただいたのも、１２

月分以降も約２億円台分ぐらいの納付が

続き、最終は課税定額に近い１７億６，

０００万円ぐらいになることが予想され

るため、今回９億８，０００万円の増額

補正を行ったものでございます。よろし

くお願いします。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　このたばこ税の当初予

算の７億８，０００万円というのが、昨

年たばこの値上げをされて、見込み額と

いうのは全国的な減るやろうということ

が、最近の新聞等々でも出ているように、

増額になっているというのがこの摂津市

においてでもそれに準じているという理

解でよろしいんですね。
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　それともう１点のこの９億８，０００

万円というのは、年度末までの数値をも

うすべて盛り込んでいただいた中で、今

年度予算としては１７億６，０００万円

を見込んでいる。これになりますと、課

税定額の、この２倍の範囲の中でおさまっ

ていっているということの理解でよろし

いんですかね。

○野口博委員長　川崎課長。

○川崎市民税課長　今の課税定額との関

係もございますけれども、まず最初にお

尋ねの今の予算の傾向ですけれども、先

ほど申し上げましたように、昨年１０月

の税率引き上げに伴って、大体それまで

の２２年度当初では月額６，０００万円

台ぐらいということだったんですけれど

も、２３年度、税率の引き上げがありま

したので、月額６，５００万円ぐらいと

いうことで、それで当初予算額を７億８，

０００万円ということで、２３年度予算、

見込んだわけでございますけれども、そ

れで今回、補正させていただいていると

ころでございますけれども、これも今、

こういった納付の状況がありますので、

課税定額が１７億６，５５７万円、今現

在ですね。そういった金額になりますの

で、それに近い金額までは入ってくるの

ではないかということで、今回、その課

税定額にほぼ近い額まで補正させていた

だいたところでございます。よろしくお

願いします。

○野口博委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　以上で質疑を終わりま

す。

　暫時休憩します。

（午前１０時６分　休憩）

（午前１０時７分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　議案第５４号の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　質疑ございませんか。

　三好委員。

○三好義治委員　２点について質問した

いと思います。まず、第１７条第１項中、

３万円を１０万円に改めるというのは、

どういった理由で上げていくのかという

背景について、お聞かせいただきたいと

思います。

　それと第２４条の２に関する法第３１

４条の７の第１項第１号及び第２号に掲

げる寄附金の関連の条文改正でございま

すが、この法第３１４条の７第１号及び

第２号を調べてみますと、今の摂津市税

条例の条文と全く同じ条文だというふう

に理解してるんですが、これまで条例で、

具体的に示している部分を、上位法令に

準ずるという逆な方向に向かっているの

が今回の改正であるというふうに思って

おります。これはどういった背景かとい

うことでご質問させていただきたい。

　上位法令に準じた場合に、今回、法第

３１４条の７第２項第３号のロの部分が

追加されることになるんですが、この部

分がなぜ追加されるようになっているの

か、こういった点についてお聞かせいた

だきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

○野口博委員長　川崎課長。

○川崎市民税課長　今回の市税条例の改

正につきましては、第１７７回通常国会

で、６月１０日に提出された「現下の厳

しい経済状況及び雇用情勢に対応して税

制の整備を図るための地方税法等の一部

を改正する法律」が平成２３年６月２２

日に可決成立し、一部の規定を除き、平

成２３年６月３０日から施行されたこと

に伴い、その施行期日の関係で今回の改

正を上げさせていただいたところでござ
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います

　今回、大きく２点の改正項目になって

おりますけれども、１点は寄附金税制の

拡充ということに伴います改正点と、そ

れからもう１点、ご質問の租税罰則の見

直しということでの改正でございます。

　今回の国税の罰則内容の見直しといっ

たことに合わせた改正ということでござ

いますけれども、これもなかなかこの法

律を実際にこの市税条例に溶け込ませて

改正するというのはなかなか至難の業で

ございまして、これにつきましては国の

ほうで市税条例を改正する際に、市税条

例条例（例）というものが、国から、改

正するに当たって示されております。今

回の改正におきましては、そういった国

から示されました条例改正の原案になる

分をもとに改正を行ったところでござい

ます。

　第１７条の改正におきましても、地方

税法第３０２条の中で現行３万円の過料

が、今回の改正案でお示ししていますよ

うに１０万円ということで上げさせてい

ただいたところでございます。

　続いて第２点目の第２４条に絡みます

法第３１４条の７の点におきましても、

これも先ほど申し上げましたように、国

から示されております改正原案に沿って

改正させていただいたところでございま

して、上位の法律の改正に伴う市税条例、

同じ内容といったことでございますけれ

ども、これも市税条例の改正に当たりま

しては、我々のほうとしましては、今回、

東日本大震災のいろんな改正等がありま

すけれども、そういった直接、摂津市に

おいて関係ない条項等も今回の法律の改

正では含まれておるわけですけれども、

国で示されております条例（例）に沿っ

た改正ということでさせていただいてい

ますので、その点、ご理解のほう賜りま

すようよろしくお願いいたしたいと思い

ます。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　第１７条第１項のこの

改正の背景については、この条文につい

てはわかりました。変わっているという

ことが理解できますのでね、あとでまた

続きますけど。

　ならば、この第１７条で３万円を１０

万円に改める、この第１７条の改正は、

第１６条の第１項がこの背景になってる

んですが、この想定されるような中身に

ついて詳しく教えてもらえますか。

　その第１７条のその背景はわかりまし

たと改めて言うてるんですが、第２４条

の２については、法律第３１４条の７を

見るのと、この改正の対照表を見ますと、

全く上位法令と変わってないんですよ、

すべて金額も読ませていただくとね。東

日本の震災を受けて、この３１４条の７

というのはどこがどういうふうに変わっ

たんですか。

　本来ならば、法律を具現化するのが条

例であって、今回の条例改正は、条文を

廃止して上位法令に準ずるというのが今

回の改正の中身なんですよ。この条文の

中で書かれているのが、法第３１４条の

７第１項第１号及び第２号に掲げる寄附

金を支出した場合においてというのは、

ここにすべて網羅されてるんですよ。こ

の中身は、現行の条例にすべて記載され

てるんですよ。この上位法令を見ていっ

たら、追加されているのが３号のロ、こ

の分だけなんですよ。課税退職所得金額

を有する場合、当該課税退職所得金額に

ついて、第１号の表の上欄に掲げる金額

の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲

げる割合。この表も摂津市税条例の中に

入ってるんですよね。

　この表というのは、１９５万円以下の
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金額、１００分の８５というのがこれに

値するんです。だから、この法律と現行

条例の今の第２号のところは、寸分も変

わってないんですよ。なぜ変えるんです

か。今まで条例できっちりと具体的に数

値をあらわし、摂津市で動けるようになっ

ているのに、今回はそれを全部削除して

法律に準じると、逆行してるんですよ。

なぜ、どこが変わったからこういったこ

とになったのかということを具体的に明

確にお答えいただきたいと思います。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午前１０時１８分　休憩）

（午前１０時４２分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　松方課長代理。

○松方総務課長代理　今回の条例につき

ましては、東日本の関係がございまして、

従前から法律改正がなされているところ

でございます。

　今回の条例の改正につきましても、法

律を受けた形で条例改正をしておりまし

て、今後もこの法律が改正するに当たり

まして、機能的に条例改正がなされると

いう状況のもとで今回のような改正のテ

クニックと言いますか、手法でさせてい

ただいております。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　会議録を残す意味合い

でも、一つ指摘しておきたいと思います

が、今回のこの条例改正で、法第３１４

条の７に準じていくということで、これ

までの条例と寸分も変わらない部分を削

除しながら、この一文字で網羅されるよ

うな条例になっていることについては、

幾ら国からの通知だと言っても、もう少

しわかりやすい条文整理を今後、研究し

ていただくことをお願いしておきます。

　もう一方では、法律に準ずるとなった

ときに、法改正になったときには、議会

を通さずにそれは改正されるという、非

常に我々としては不透明な改正になって

いるということを指摘しておきたいと思

うし、この法律が改正された折には、逐

一、総務常任委員に対して報告ができる

ような体制づくりをしていただきたいと、

こういったことで指摘も含めて要望して

おきたいというふうに思います。

　以上で終わっておきます。

○野口博委員長　ほかに質疑ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時４４分　休憩）

（午前１０時４８分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　議案第５６号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　市営住宅条例の改正が、

今回の三島団地が完成されるに合わせて、

４月１日から改正される条文になってお

りまして、この中身につきましては、暴

対法に基づく暴力団排除が主な中身になっ

ておると思いますが、ただこの中で気に

なるのが、決算の委員会でも話をさせて

いただきましたが、市営住宅の平成２２

年度の滞納者が１２名、高額では１７０

万円、１６０万円、トータル約７００万

円の滞納をされている方々がおられると

いうふうに聞いております。

　せっかく今度改正される中で、いろい

ろと見ていきますと、退居命令ができる

部分については、この条例でいきますと

暴力団であることが判明したと同時に、

現行の条例で見ますと、その用途の一部

変更とかいろいろ高額所得者の部分での

退去命令ができる条文になっております
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が、実際にその滞納の部分に対する条例

の改正も必要ではないかなというふうに

考えております。この点について、今回

の条例に盛り込まなかったという背景に

ついてお聞かせいただきたいというふう

に思います。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　公営住宅法の中に

ございます３か月以上滞納された場合、

明け渡し請求ができるという文言がござ

います。それについてお答えいたします。

　先ほども委員からご説明がありました

ように、現在、家賃等を滞納されている

世帯という方は１２名おられまして、過

去の滞納分を含めた額は約７００万円に

上ります。また最高額では１７０万円の

方を含みまして１００万円以上の滞納を

されておられる方は３名おられ、債権の

回収に非常に困難な状況にございます。

　１２名の方々には、今回の条例で、も

ともと公営住宅法に入っております３か

月以上滞納された方に対し、どういう方

に退居命令を出すという手だてを実際に

は行っておらず、１２名の方には滞納時

点から面談を実施しまして、督促を数回

行っておりますが、支払っていただけず、

現在の滞納となっております。滞納者に

つきましては、現在小額でございますが、

分割納付をしていただくことで誓約書を

提出してもらって、滞納者の返還の意思

に基づいて支払を行っております。そう

いうことで強制的な明け渡しは行ってお

りません。

　滞納者の現状を調査いたしますと、高

齢者であるとか、持病を抱えており働け

ない状況、多額な借金を抱えておられる

とか、家賃の支払いができない、失業中

であるとか、奥さんが病気で治療費、通

院費がかかりますというようなさまざま

な状況を抱えておられます。しかし、負

担の公平性からいきますと、やはり支払っ

ていただかなければならないものでござ

いますので、小額でありますが継続して

支払っていただくという運用をさせてさ

せていただいております。

　また、生活保護者につきましては、最

近の分につきましては代理納付をいてい

ただいておりますので、滞納等はござい

ません。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　今、ご答弁いただきま

したように、今回の条文の改正は、「法

第２３条第１号に規定する」を、これも

上位法令に基づいて行おうということが、

この条文の中にもうたわれておりまして、

今、課長のほうから言われました公営住

宅法で第３２条の第１項、２項がこの部

分での明け渡しに該当すると思うんです。

この中身につきましては、入居者が家賃

を３か月以上滞納したときに、明け渡し

を請求することができるという条文になっ

ております。ならば、これまでのこの滞

納の部分で明け渡し請求を、私はいろん

な事情の中で、退居命令を出すことが目

的ではないというのは前回も言いました

けれども、やはり個人個人いろんな事情

がある中で、いかに収納率を上げていく

かということが公平性を保つものだとい

うふうに理解しております。

　だから市営住宅に入っておられる方々

が、入居時には高額所得者であって、家

賃もそれなりに払っておって、ある日突

然失業して収入が減額になった。そのと

きに家賃も改正もしなければならない、

そういったことをすることによって、滞

納というのが減ってくるというように思っ

てます。

　ただこの条例を見る限り、今の現行条

例も、先ほど言いました条例第１３条、

第１４条では、そういったテクニックと
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いうか、行政としてのなかなか指導がで

きないんですよね。もう一方では、法第

３２条では、これは聞くまでもなく一刀

両断で明け渡し請求ができるということ

により厳しくなってるんです。そういっ

た意味では、他市でもやってますような、

私はこの部分では、市営住宅使用料滞納

整理事務取扱要綱というのが他市でもあ

ります。これについては納期限もありま

すし、督促状を出していき、滞納整理を

やっていきながら、分納誓約書を書かせ

て、そういった処分もやっていくと。

　今回のこの条例を改正するに当たって、

こういった要綱も必要やなというふうに

思いますが、こういったことについて、

行政として今、どんな動きをしているの

か、また要綱の必要性についてお聞かせ

いただきたいと思います。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　今の条例、それか

ら公営住宅法にのっとりますと、最終的

には３か月以上滞納がある場合には、法

的手段も実際にはできますというふうな

条文になっております。

　先ほどご説明させていただきましたよ

うに、実際の運営上、事務手続きとしま

しては、先ほど言いましたように面談を

させていただいて、現実には分割納付を

していただいているという事務手続を行っ

ていますが、このような状況の中、今回

の条例につきまして、それから公営住宅

法につきましては、実際の事務の流れと

いうものは明記されていないことから、

やはり今後の債権管理の事務を進める上

で必要なルールであり、また決めておく

必要があると考えております。

　委員の提案であります市営住宅の滞納

整理事務取扱要綱につきましては、前向

きに検討させていただいて、要綱を定め

てまいりたいと思います。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　質問している趣旨は十

分理解していただいていると思いますし、

今のご答弁で伺いますと、今回のこの滞

納の取り扱いについての要綱はつくって

いくという理解でよろしいんですね。

　質問を終わります。

○野口博委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　第３４条の改正につい

てなんですけれども、「詐欺その他の不

正行為」という項目から「偽りその他の

不正の手段」というふうに記述が変更さ

れております。この点についてはどのよ

うな、具体的には内容の変更を見越して

おられるのかお伺いいたします。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　今回、第３４条中

の詐欺その他の不正行為ということで、

市営住宅に入居いただく中で、入居資格

にないであるとか、不正な行為を至った

ということを文章中には書かせていただ

いていますが、今回第３４条中におきま

しては、文言の整理をいたすということ

で、わかりやすい表現をするということ

で変更いたしております。

　今回改正させていただきますのは、地

方自治法の文言で表現されていることを

今回この文書中で修正いたしております。

○野口博委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　法令に従った表現の変

更ということでございました。

　締めの文言が、「科することがある」

から「科する」と断定形になっておりま

すので、その辺の意味がやっぱり変わっ

てきますので、その適用する前段が重要

になってくるかなと思いまして、先ほど

の質問をさせていただきました。先ほど

議論もありましたけれども、さまざまな

事情を踏まえた運用についてよろしくお

願いいたしたいと思います。
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○野口博委員長　ほかに質疑ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　質疑終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時　　　休憩）

（午前１１時２分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　議案第５５号の審査を行います。

　最初に補足説明を求めます。

　北居消防長。

○北居消防長　議案第５５号、摂津市手

数料条例の一部を改正する条例制定の件

につきまして、補足説明をさせていただ

きます。

　なお、議案参考資料、条例関係２４ペー

ジから４１ページにかけ、新旧対照表を

記載しておりますので、あわせてご参照

願います。

　今回の一部改正は、大阪府からの権限

移譲事務のうち、火薬類取締法及び高圧

ガス保安法に基づきます許認可等の事務

移譲を受けるに当たり、その手数料を制

定するものでございます。

　それでは、改正条文についてご説明申

し上げます。

　まず、摂津市手数料条例第２条第６号

を第８号とし、新たに第２条第６号とし

て火薬類の取り扱いの規制に関する事務

及び同条第７号として、高圧ガスの保安

に関する事務のそれぞれの事務の内容及

び手数料の額を追加するものでございま

す。

　手数料の額につきましては、消防法を

はじめ火薬類取締法及び高圧ガス保安法

に関する事務にかかる手数料が、地方公

共団体の手数料の標準に関する政令で定

める標準事務に該当することから、権限

移譲を受ける前の大阪府産業保安行政事

務手数料条例と同額としたものでござい

ます。

　次に、第４条第２号の手数料の免除に

つきましては、火薬類及び高圧ガスに関

する許認可事務が簡易的な事務ではない

こと、また現大阪府産業保安行政事務手

数料条例にも手数料免除の規定がないこ

とから、第４条第２号中に第２条第６号

及び第７号に掲げる事務にかかるものは

除くを追加したものでございます。

　なお、附則といたしまして、この条例

は平成２４年４月１日から施行するもの

でございます。

　以上、議案第５５号の補足説明とさせ

ていただきます。

○野口博委員長　説明が終わりました。

　質疑に入ります。

　三宅委員。

○三宅秀明委員　今回のこの改正条例の

制定については、大阪府からの権限移譲

に関するものだったと承知をしておりま

す。それに関しまして、今回、この項目

をざっと拝見させていただいただけでも

非常に多岐にわたるものであるなという

ふうに思うんですけれども、現在の本市

の人員体制において、この事務に取り組

むに当たってどのような課題があるのか、

例えばその既にこの事務を執行している

他市の状況であるとか、そういったもの

の動向はどのように今、とらえておられ

るのか、この点についてまずお伺いした

いと思います。

○野口博委員長　橋本課長代理。

○橋本予防課長代理　ただいまの三宅委

員のご質問にお答えいたします。

　現在、他市でこの高圧ガス及び火薬類

の業務を移譲されている市町村は茨木市、

１０月からは箕面市、池田市等がござい

まして、４月からの茨木市の状況は、移

譲を受ける前の人員で茨木市は対応して

いるというふうに伺っております。茨木
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市のほうも何施設か市内にはございます

が、今の人員で対応できるということで

業務を行っております。

○野口博委員長　熊野次長。

○熊野消防本部次長　本市におきまして

の事務の移譲ですが、権限移譲に伴いま

して保安三法権限移譲検討委員会で検討

した結果、予防課の人員につきましては

３名の増員が必要となりましたが、部内

でのシフト及び再任用職員の活用で対処

してまいりたいと存じます。

○野口博委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　茨木市が既に行ってお

り、それを参考にさまざまな検討がなさ

れておるというようなご答弁でございま

した。

　やはりこの火薬等につきましてもそう

ですけれども、事務がさまざまにふえる

ということは、今の手続等を理解してい

かなければならない、また消防におかれ

ては現場に出動されるというふうな事態

もありますので、なかなかその人員等も

含めて対応が難しいかと思います。

　今、６６０人体制等いろんな目標があ

り、それとの整合性も非常に難しいとこ

ろでありますけれども、本会議等でさま

ざまに議論もされている中、今回この事

務を受けてこれからスタートするという

ことであると認識しております。

　今、副市長もおられますので、こういっ

たさまざまな状況を踏まえながら、本市

として適切な執行ができるように、体制

づくり等に取り組んでいただくようお願

いをいたします。

○野口博委員長　ほかに質疑ありますか。

　上村委員。

○上村高義委員　今回、手数料条例とい

うことで、火薬と高圧ガス関係で手数料

が入ってくるんですけれども、その手数

料の見込みというのは幾らぐらいを見て

いるのかということと、許認可をするに

当たっての専門知識というのが要るわけ

ですけれども、そういったことへの取り

組みはどうされているのかということと、

あと実際この高圧ガス保安協会等との関

係も出てくると思うんですけれども、そ

れと同時にその許認可するに当たっての

摂津市で用意しておくべき設備、こうい

うのがいるのかどうかということ等が非

常に気になるんですけれども、そういっ

た手数料的には幾ら入ってきて、実際必

要な資機材としてどういうものが必要な

のかという、それの人、物、金をどうい

う形でとらまえていられるか、それを教

えていただきたいと思います。

○野口博委員長　橋本課長代理。

○橋本予防課長代理　手数料の件につい

てお答えさせていただきます。

　大阪府の資料によりますと、平成１９

年には高圧ガスに関しての手数料は３３

６万５，５００円でございます。２０年

度３７７万７，７５０円です。２１年度

につきましては２０１万１，２５０円で

ございます。火薬類につきましては、平

成１９年度は８，４００円、平成２０年

度は７，２００円、２１年度は９，６０

０円でございます。

　この高圧ガスと火薬類の平均を３年分

出しますと、３０５万９，９００円でご

ざいます。

　研修の件についてご答弁させていただ

きます。

　平成２２年度から大阪府で権限移譲に

かかる研修計画に基づきまして、大阪府

消防学校での法令の概要研修、大阪府の

受け入れ研修といたしまして、保安対策

課に職員を派遣し、受付業務、事務処理

方法の習得、事業所での検査、実地研修

を行っております。また、各種団体の講

習会にも参加いたしまして、権限移譲後
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に業務がスムーズに移行できる体制を準

備してまいりました。

　大阪府からは、業務を実施する上で資

格等は必要ないと伺っておりますが、高

圧ガスの保安法の許認可、検査業務にお

いては、関係法令で規定する技術基準等

の理解、判断をするため、ガスの種類、

その特性、製造設備に関する専門知識を

必要とし、化学及び機械等、専門の技術

職員を配置する必要があるため、平成２

４年度予算で高圧ガスの乙種機械講習を

受講し、国家試験を受験するために予算

要求しております。

　最後に設備の件なんですが、高圧ガス

の検査等に関して何か必要なものがあり

ますかということをお聞きしましたら、

大阪府からは機械等必要なものはござい

ませんということでありました。

　火薬類に関しては、本市には花火大会

等、現在は実施しておりませんが、距離

計、風速計等を来年度予算で要求してお

ります。

　あと、大阪府からの資料を収納するた

めに、消防本部内でスチールラック等の

書庫の整備をしております。

○野口博委員長　上村委員。

○上村高義委員　手数料につきましては

３００万円前後だということでありまし

た。技術研修ということでは今、勉強に

行ってますし、最終的には、乙種の機械

の資格をとるということでしたけれども、

やはり許認可する側は、やはり甲種を持っ

ておくべきではないかなと思ってます。

将来的には甲種を目指していかないと、

多分製造側としては甲種を持っておる人

がたくさんおられますので、やっぱり許

認可する側がそれよりも知識がなかった

ら、許認可することについて、安心感が

得られるかどうかというのもありますの

で、まずは乙種の機械、化学もとって、

そして最適な甲種を目指すということを

ぜひやっていただかないと、やはり摂津

市の安全安心の確保のためにも必要では

ないかと思っていますので、これは人事

課とも話して、そのことについてのチャ

レンジを、ぜひ予算要求していただきた

いと思っていますので、よろしくお願い

します。

　消防関係は、摂津市内のいろんな防火

安全協会とか団体ありますよね。高圧ガ

ス関係が今回、摂津市消防所管になって、

摂津市内のそういう高圧ガスを使ってお

る企業の団体との取り組みも、これから

消防がキーになって働きかけをして、そ

れで摂津市全体の保安を確保するという

意味でも、消防と企業とやはり一緒になっ

て切磋琢磨、情報提供も含めてする必要

があるんじゃないかと思います。今、４

月からは施行されますけれども、そういっ

た取り組みも必要ではないかと思ってい

ますので、その件について答弁をお願い

したいと思っています。

　資機材は要らないということでござい

ましたけれども、やはりそういうのも必

要なときがありますので、きっちりウォッ

チしながら取り組んでいただきたいと思っ

ていますので、よろしくお願いします。

○野口博委員長　橋本課長代理。

○橋本予防課長代理　現在、高圧ガス保

安協会と、大きなところでは大阪府の高

圧ガス安全協会という協会がございまし

て、今現在、大阪府のほうで対応されて

おります。移譲後も団体等の対応は今の

ところは大阪府のほうが対応するという

ことになっておりますが、そちらから講

師依頼または講習等の案内等もまた市に

移譲されてくると思います。今現在のと

ころは移譲後もしばらくは大阪府で対応

するということを伺っております。

　今後また市のほうに協会等の関係等が

－10－



また出てくると思いますので、そのとき

には市内の事業者等とまた連携をとり、

安全安心に努めてまいりたいと思います。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　２、３点質問させてい

ただきたいんですが、今の上村委員の質

問の関連で、大阪府から移譲を受けて、

これからの手数料収入が平均３００万円

ぐらい見込まれるという話でしたね。

　今回この大阪府から権限移譲を受ける

まで、相当期間がかかってきたんですけ

どね。事務的な部分での権限移譲という

のは、早い目に摂津市は受け入れて、四

十数項目の中でこの部分がこれまでなか

なか受け入れができていなかったと。体

制が整ったから、今回、来年４月からは

この権限移譲を受け入れるという話がこ

の全体の流れだというふうに思います。

ならば大阪府からの補助金というのは一

体どういうふうになってきているのかと

いうことについて、１点お聞かせいただ

きたいのと、先ほどの平成１９年、２０

年、２１年度の手数料収入で火薬類を見

ますと、８，４００円から多いときには

９，６００円の火薬類の手数料が入って

るというふうに伺いました。

　その中で、特にこの手数料で言うなら

ば、火薬類の販売営業の許可というとこ

ろでいけば、１件当たり２万５，０００

円とか、その他の販売営業で１１万円と

いうことになってますけれども、この火

薬類の販売というのは、量とか種類とか

いう部分では、摂津市ではこういった販

売とか製造しているところが全くないと

いうふうに推察していいんでしょうか。

　もう一方では、この手数料の額から見

ますと、オの火薬類の譲渡し又は譲受け

の許可という、この中身だけでの手数料

の見込みになっています。これはどういっ

た内容になっているのか、この点につい

てお聞かせいただきたいと思います。

○野口博委員長　橋本課長代理。

○橋本予防課長代理　補助金、交付金の

件についてお答えさせていただきます。

　まず、経常的な経費といたします交付

金ですが、立入検査事務を除く事務処理

に要する経費にかかる交付金といたしま

して、摂津市の場合は約１４０万円でご

ざいます。それと、立入検査事務の処理

に要する経費の交付金といたしまして約

３０万円でございます。

　初期的経費にかかる交付金、これはロッ

カーとか必需品の交付金でございますが、

摂津市においては約２５万円でございま

す。

　それと初期的経費ということで、権限

移譲推進特別交付金というのが平成２３

年度、摂津市において３９事務にかかる

ものでございますが、３，６５０万円と

いうことになっております。

　火薬類の販売についてですが、現在、

摂津市にある施設は庫外貯蔵庫と言いま

して、火薬類の量以下、火薬庫以外に納

める量以下の施設、ちょっと例に出しま

すと警察署なんですが、そちらのほうで

実砲を納めるということで１施設、あと

は競技用の紙雷管、運動会等のピストル

の薬きょうを販売しているスポーツ店が

３店ございました。この手数料、そんな

に入ってこないんですが、火薬類に関し

ては。市内には製造の許可はございませ

ん。販売の許可がその言うてる３店舗で、

一番初めに販売許可をとりますと、それ

から変更がない場合は手数料としては入っ

てきませんので、８，４００円とか九千

何ぼというちょっと少ない金額になって

おります。

○野口博委員長　熊野次長。

○熊野消防本部次長　補足で、販売の許

可については、手数料条例の６号イのと
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ころで許可をとる場合はこの金額が要り

ますが、一たん許可をとればそのほか変

更以外の手数料はかかりません。

　後に、あと手数料で入ってくるとすれ

ば、火薬類の譲受許可ということで、譲

受け、譲渡しについて若干入ってくる部

分でございます。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　これまでも大阪府と随

行しながらやられてきたというふうに思

いますけれども、特にこの火薬類の販売

について、一たん販売許可をしたら、そ

の後変更するまで一切もうノータッチに

なるというふうに認識してるんですけれ

ども、その場合、やっぱり保管量とか、

それから保管している形態によって、い

ろんな背景が出てくると思うんです。そ

ういったときの年に１回の立ち入りなん

かの動きというのは、この条文の中では

うたわれてくるんですか。

　今、見ていると、キの特定施設又は火

薬庫に係る保安検査というのがあるんで

すけれども、この火薬類の販売営業の許

可なら、うがった見方ですけれども、最

初、微量な販売許可をして、気がついて

たら大量の量になると。これは火薬類と

はまた別問題ですけど、昔、鶴野地区で

キャンプ用のいろんなガスボンベが保管

されていて、そこで大火災が起きました。

この貯蔵許可は出しとったけど、その部

分でのなかなか立ち入りができてなくて、

大火災につながったというような過去の

事例もありますので、こういった火薬類

の販売営業をしているところへの対処の

仕方というのは、どういったことを考え

られてるんですか。今現在わかっている

段階でいいです。これは４月からの条例

改正ですから、そういったことは今後ま

た吟味もしていかなければならないと思

いますけれども、条例に反映されてなく

てでも、そういったことが可能なのかど

うかということをお聞かせいただきたい

と思います。

○野口博委員長　橋本課長代理。

○橋本予防課長代理　立入検査等につい

て、ご回答させていただきます。

　立入検査なんですが、高圧ガスと火薬

類、高圧ガスが１５５施設ございます。

火薬類に関しては今言いましたように４

施設。これで来年度４月以降、立入検査

等で最低５０％の立入検査の予定をして

おります。

　火薬類に関しては４施設、スポーツ店

等ですので１００％立入検査は実施でき

ると、それに伴って保管の管理の状態も

立入検査で指導はできると思います。

　保安検査の件についてですが、これは

摂津市内において、今言いました４施設

に関しては実施する施設ではございませ

ん。火薬庫に限定されるとか、爆発また

は発火の危険のある施設という経済産業

省令に定められている特定施設と言いま

して、火薬類の一時保管、危険工室とか

いう、そういう危険な場所のみが保安検

査の対象となっております。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　これは要望にしておき

ますけど、危機管理を行っていく上で、

ぜひお願いしておきたいというふうに思

います。この火薬類の販売、先ほどの話

を聞いてますと、微々たる量でもこうい

う許可が必要になってるんですよね。そ

れで一たん許可をしたら、そのままずっ

と変更がない限り、そのままいってしま

うと。立ち入りも、来年度、仮にこの保

安施設１５５か所の５０％の点検を行う

ようなご発言いただきましたけれども、

改めて権限移譲をいただいたんやったら、

こういったところやったら年に１回、保

管量とか保管状況の報告書なんかもやっ
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ぱり提出していただくような措置を講じ

ていったほうがいいんではないかなと思

います。これから新しく権限移譲された

部分なので、これから危機管理と安全管

理を行う上での仕組みですね。今はまだ

状況がそこまでシビアにわかってないけ

れども、そういったところで事務が余り

輻輳せずに、販売業者も安全に販売がで

きるし、近隣にも安全にお応えできるよ

うな体制づくりと管理といったことをよ

り研究していただいて、より安全な取り

組みをしていただくよう要望しておきま

す。

○野口博委員長　以上で質疑を終わりま

す。

　暫時休憩します。

（午前１１時３０分　休憩）

（午前１１時３４分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　討論なしと認め、採決

します。

　議案第４６号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第５４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第５５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第５６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　以上で、本委員会を閉会いたします。

（午前１１時３５分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

　総務常任委員長　　野　口　　　博

　総務常任委員　　　三　宅　秀　明
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